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第二節 行為の規制等 

（届出及び勧告等）  

第十六条  景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あ

らかじめ、国土交通省令（第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の

条例。以下この条において同じ。）で定めるところにより、行為の種類、場

所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観

行政団体の長に届け出なければならない。  

一  建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕

若しくは模様替又は色彩の変更（以下「建築等」という。）  

二  工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕

若しくは模様替又は色彩の変更（以下「建設等」という。）  

三  都市計画法第四条第十二項 に規定する開発行為その他政令で定める行為  

四  前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのあ

る行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為  

２  前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通

省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行

政団体の長に届け出なければならない。  

３  景観行政団体の長は、前二項の規定による届出があった場合において、そ

の届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合し

ないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し

設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。  

４ ～ ６ （省略） 

７  次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。  

一 ～ 十 （省略） 

十一  その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為  

 

届出が不要な行為の規模を県規則で定めている。 
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